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・水道料金＝基本料金＋従量料金
　（税込み料金、10円未満の端数は切り捨てます。）
・基本料金…使用水量の有無にかかわらずメーターに接続されて

　　　　いる管の太さ（口径）によりいただく料金です。
・従量料金…使用水量に応じていただく料金です。

料金の計算方法（2か月ごとに検針に伺う一般家庭の場合）
例えば、メーターの口径が20mmで２か月分の使用水量が49m3使
用した家庭の場合（1か月24m3と1か月25m3に分けて計算します。）

（1か月24m3）
基本料金（口径20mm）  979.00円　　
従量料金
  1～10m3 10m3× 62.70円＝   627.00円
11～20m3 10m3×165.00円＝1,650.00円
21～24m3　　　 4m3×268.40円＝ 1,073.60円

円023,4 ≒ 円06.923,4 計　　

（1か月25m3）
基本料金（口径20mm）  979.00円　　
従量料金
  1～10m3 10m3× 62.70円＝   627.00円
11～20m3 10m3×165.00円＝1,650.00円
21～25m3   5m3×268.40円＝ 1,342.00円
　　計  4,598.00円 ≒ 4,590円
　水道料金　4,320円＋4,590円＝   8,910円

※転入、転出時の基本料金は、0.5か月単位で計算します。

水量別の従量料金一覧表は８ページをご覧ください。

共同住宅に対する料金の特殊取扱い
　アパート・マンションなどの共同住宅で、企業局の
水道メーター１個によって２戸以上の世帯が給水を
受けている場合で、一定の要件を満たされていると
きは、お申し出により各戸が均等に使用されたものと
みなして低廉化の料金計算をいたします。
　お申し込み方法など詳しくは、県水お客様センター

（2ページ参照）へお問い合わせください。
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